
○
I

③’ ②｜ 策
l引任｜ 車力

⑤ ④

検
察
庁
法

三
年
に
旨ｌ
倹
事
の
職

I
へ

昭
和

震'零 一
一

十
病'二'5 一

一

年
法
律
第
六
十

肺
仙
咋

）
事
も

一
口
万
）

（
第
四
条
関
係

言|姜|震
…

艀
脾
壼

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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Ｊ
１

’⑥
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
及

’
の
職
に
補
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑧
検
事
正
は
、
庁
務
を
掌
理
し
、
か
つ
、
そ
の
庁
及
び
そ
の
庁

の
対
応
す
る
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
在
る
区
検
察
庁
の
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。

⑦
法
務
大
臣
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
検
事
を
検
事
正

’
つ
い
て
準
用
す
る
。

③
上
席
検
察
官
の
置
か
れ
た
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
そ
の

庁
の
上
席
検
察
官
が
、
そ
の
他
の
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、

そ
の
庁
に
属
す
る
検
事
又
は
副
検
事
（
副
検
事
が
二
人
以
上
あ

る
と
き
は
、
検
事
正
の
指
定
す
る
副
検
事
）
が
庁
務
を
掌
理
し

、
か
つ
、
そ
の
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

②
前
条
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
上
席
検
察
官
に

第
十
条
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事
及
び
副
検
事
の
属
す
る
各

び
前
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
職
に
補
す
る
に
当
た
っ
て
法
務
大

続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た
職
を
占
め
た
ま
ま
引
き

規
定
に
よ
る
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
占
め
て
い

す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
第
三
項
及
び
第
四
項
の

号
）
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
検
事
を
定

臣
が
遵
守
す
べ
き
基
準
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
他
の
職
に
補

区
検
察
庁
に
上
席
検
察
官
各
一
人
を
置
き
、
検
事
を
も
っ
て

ｌ
充
て
る
。

関
し
必
要
な
事
項
は
、
準
則
で
定
め
る
。

た
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
期
限
の
設
定
及
び
延
長
に

る
。
た
だ
し
、
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十

つ
い
て
は
、
当
該
期
限
の
翌
日
に
他
の
職
に
補
す
る
も
の
と
す

②
検
事
正
は
、
庁
務
を
掌
理
し
、
且
つ
、
そ
の
庁
及
び
そ
の
庁

の
対
応
す
る
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
在
る
区
検
察
庁
の
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。

②
上
席
検
察
官
の
置
か
れ
た
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
そ
の

庁
の
上
席
検
察
官
が
、
そ
の
他
の
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、

そ
の
庁
に
属
す
る
検
事
又
は
副
検
事
（
副
検
事
が
二
人
以
上
あ

る
と
き
は
、
検
事
正
の
指
定
す
る
副
検
事
）
が
庁
務
を
掌
理
し

、
且
つ
、
そ
の
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
十
条
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事
及
び
副
検
事
の
属
す
る
各

（
新
設
）

（
新
設
）

区
検
察
庁
に
上
席
検
察
官
各
一
人
を
置
き
、
検
事
を
以
て
こ
れ

に
充
て
る
。

（
新
設
）

●
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②
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
察
官
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

’ 第
十
一
条
検
事
総
長
、
検
事
長
又
は
検
事
正
は
、
そ
の
指
揮
監

第
二
十
条
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
般
の
官
吏
に

’②
検
事
総
長
、
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
対
す
る
国
家
公
務
員

第
二
十
条
の
二
検
察
官
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
第
六
十

第
二
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に

任
命
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
検
察
官
に
任
命
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
・

一
・
二
（
略
）

督
す
る
検
察
官
に
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
又
は
第
九
条
第

八
項
に
規
定
す
る
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。者

の
ほ
か
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
は
、
次
長
検
事
又

条
の
こ
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

は
検
事
長
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

法
第
八
十
一
条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一

す
る
。

職
員
が
定
年
に
達
し
た
日
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
八
十

項
中
「
に
係
る
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
が
定
年
に
達
し

を
占
め
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項

長
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管
理
監
督
職

た
日
」
と
、
「
を
当
該
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
を
当
該

一
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間

（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延

退
官

第
二
十
二
条
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に

第
二
十
条
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
般
の
官
吏
に

第
十
一
条
検
事
総
長
、
検
事
長
又
は
検
事
正
は
、
そ
の
指
揮
監

す
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

任
命
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
外
、
左
の
各
号
の
一

に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
検
察
官
に
任
命
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
・

一
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

二
弾
劾
裁
判
所
の
罷
免
の
裁
判
を
受
け
た
者

（
新
設
）

、
そ
の
他
の
検
察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
時
に

督
す
る
検
察
官
に
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
又
は
第
九
条
第

二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

退
官
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③’③
、
適
用
し
な
い
．

Ｌ
α
帽
蔬
定
の
這
用

冊
牛
退
職
日
一
と
お

存
汰
串
尹
▽

鶉’

斗
唄
煙
幽
卿
口
〕

空
到
椎
い
室

一
α
に
一
カー
と
あ
る
の 韮よ

、
〆
壗ｌ
含
む
。

垂
皿
一
一
丁
胴

胴
巨
民
力
｛
疋
住

’
一
条
の
五
篭

」
ず 釦

『
一
．
、
ｄ
Ｄ
″
レ
ロ
ー
ー
の
皿
“
〉
｝

ｌ
Ｌ
曄
概
巨
冒

霊|； 二白|唇

へ

新

設
…
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’’ ④
法
務
大
臣
は
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
が
年
齢
六
十
三
年
に

⑤
内
閣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
齢
が
六
十
三
年

検
察
庁
法
第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同

起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
あ
る
の
は
「

得
た
と
き
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
が
占

該
定
年
退
職
日
ま
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
で
あ
つ

員
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当

定
に
よ
り
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
の
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務

法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
当
該
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
の
職

め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら

を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に

を
さ
せ
る
期
限
の
設
定
又
は
延
長
を
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
本
文

号
及
び
同
条
第
三
項
中
「
人
事
院
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
準
則

う
。
）
で
定
め
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
」
と
、
同
項
第
一

て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を

が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
）
」
と

あ
る
の
は
「
が
定
年
に
達
し
た
日
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

達
し
た
と
き
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
検

事
に
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。

し
、
同
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

の
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
一
号
」
と
、

る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
）
」
と

こ
ろ
に
よ
り
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
に
係
る
定
年
退
職
日

つ
い
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
（
以
下
単
に
「
準
則
」
と
い

に
達
し
た
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
つ
い
て
、
当
該
次
長
検
事

又
は
検
事
長
の
職
務
の
遂
行
上
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、

「
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
準
則
で
定
め
る
と

（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員

（
新
設
）

（
新
設
）
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’⑥
内
閣
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
し

’⑦
法
務
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
長
検
事
又
は
検
事

’⑧
第
四
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定

に
達
す
る
日
ま
で
の
範
囲
内
）

Ｉ
き
る
。

続
き
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
、
当
該
次
長
検
事
又
は
検

事
長
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た
官

長
検
事
又
は
検
事
長
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
か

し
て
内
閣
が
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
次

検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
延
長
し
た
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
定
年

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、
引
き

内
（
そ
の
範
囲
内
に
定
年
に
達
す
る
日
が
あ
る
次
長
検
事
又
は

き
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

た
期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
事
由
が
引
き
続

及
び
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事

長
の
官
及
び
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
期
限
の
設
定
又

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
国
家
公
務
員
法
第
八

限
の
翌
日
に
検
事
に
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二

は
延
長
を
し
た
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
つ
い
て
は
、
当
該
期

長
を
定
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た
官
及
び
職
を
占

こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲

第
六
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
年
齢

限
り
で
な
い
。

め
た
ま
ま
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
こ
の

き
基
準
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
検
事
に
任
命
す
る
こ
と
に
関

し
必
要
な
事
項
は
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で
、
第
五
項
及
び

に
よ
り
検
事
に
任
命
す
る
に
当
た
っ
て
法
務
大
臣
が
遵
守
す
べ

α
匡
畦
型
呂
に
若
者

医
詮
事
又
さ
妾
聿
巨
を
羨
聿

で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で

邑
可
剤
ユ
バ
ｕ
ジ
ラ
〆
己

凡
↑
ら
約
ｗ
ヱ
守
壼
手
，
圧

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）
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第
一
条

第
三
十
一
条

第
三
十
条
（
略
）

第
二
十
九
条
検
察
庁
の
職
員
は
、
他
の
検
察
庁
の
職
員
と
各
自

の
取
り
扱
う
べ
き
事
務
に
つ
い
て
互
い
に
必
要
な
補
助
を
す
る

（
削
る
）

（
削
る
）

第
四
条

十
条
の
一
一
ま
で
及
び
第
二
十
二
条
か
角
蜀
劃
引
制
劃
劉
劉
封
削
皿
訓

り
、
検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ
い
て
、
同
法
の

特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

に
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、

'よα

事ズ

頁ヨ
まヨ

附

４
‐
司
呈
茎

則

へ

略
…

第
十
五
条
、
第
十
八
条
か
ら
第
二

国
家
公
務
員
法
附
則

の
規
定
に
よ ’ 遅’

第
三
十
三
条
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ

れ
を
施
行
す
る
。

第
三
十
二
条
の
二
こ
の
法
律
第
十
五
条
、

第
三
十
一
一
条
検
察
庁
の
事
務
章
程
は
、
法
務
大
臣
が
、
こ
れ
を

定
め
る
。

第
三
十
一
条
検
察
庁
の
職
員
は
、
他
の
検
察
庁
の
職
員
と
各
自

の
取
り
扱
う
べ
き
事
務
に
つ
い
て
互
に
必
要
な
補
助
を
す
る

。

第
二
十
九
条
及
び
雷
ヱ
ヨ
打
銅
削
閑

ｌ

り
、
検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
い
て

特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

十
条

附

則 斗
注
律
乗
閂

及
び
第
二
十
二
条

号の

法
ー

附定
則は

第
十国

乃
至
第
二
十
五
条

第
十
八
条
乃
至
第
二ｌ

務
員
法
（
昭

の
規
定
に
よ

、
同
法
の
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第
二
条

（
削
る
）

（
削
る
）

へ

略
一

⑳
引
例
洲
罰
鯛
倒
切
訓
矧
詞
封
訓
澗
到
刷
判
斗
副
對
創
勵
川
馴
旦
刎

第
三
十
七
条
裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
検
事
た
る
資
格
を
有
す
る

第
三
十
六
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
が
足
り
な
い

た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
区
検
察
庁
の
検
察
事
務
官
に
そ

の
庁
の
検
察
官
の
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
五
条
こ
の
法
律
施
行
前
、
従
前
の
検
事
総
長
又
は
大
審

Ｉ
す
る
。

| I
考
試
を
経
た
時
に
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な

実
務
修
習
を
終
え
考
試
を
経
た
者
又
は
こ
の
法
律
施
行
の
際
現

検
事
、
検
事
正
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事

院
検
事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ

件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

裁
判
所
検
事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
は

院
検
事
、
従
前
の
検
事
正
又
は
地
方
裁
判
所
検
事
若
し
く
は
区

件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
し
、
従
前
の
検
事
長
、
控
訴

、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
検
事
長
、
高
等
検
察
庁
の

れ
を
検
事
総
長
又
は
最
高
検
察
庁
の
検
事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事

庁
の
検
事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定

に
弁
護
士
試
補
た
る
者
で
一
年
六
箇
月
以
上
の
実
務
修
習
を
終

三
年
に
達
す
る
者
に
つ
い
て
そ
の
三
年
に
達
し
た
時
も
同
様
と
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（
削
る
）

（
削
る
）

副
荊
謂
封
矧
引
對
劉
到
劉
馴
訓
引
司
叫
馴
釧
鯛
荊
調
封
制
剖
矧
刺

第
三
十
八
条
の
二
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
琉
球

謝
尉
矧
荊
Ⅶ
刺
剰
謝
削
副
叫
闘
制
刻
削
引
科
副
刈
引
制
刈
川
刎
劉
刷
到
叫
剴

刎
制
別
別
刷
別
川
副
劉
馴
荊
射
詞
剛
Ｈ
州
劉
口
矧
副
馴
引
刈
河
川
釧
倒
脚
制

部
剛
剰
１
訓
州
綱
湖
劉
Ｊ
１
ｄ
Ｗ
引
刈
Ｊ
１
叫
矧
劉
制
引
判
引
淵
副
詞
日
１

第
三
十
八
条
裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
検
事
若
し
く
は
判
事
の
在i IIIIl ！口

裁
判
官
又
は
弁
護
士
の
職
に
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
在
職
の
年

Ｉ

Ｊ

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
二
級
の
検
事
の
在
職
と
み
な
す
。

修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な
す
。

式’
試
を
経
た
も
の
は
、
そ
の
考
試
を
経
た
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法

弁
護
士
試
補
と
し
て
一
年
六
箇
月
以
上
の
実
務
修
習
を
終
え
考

弁
護
士
及
び
弁
護
士
の
在
職
の
年
数
が
通
じ
て
三
年
以
上
に
な

在
っ
た
と
き
は
、
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
外

）
に
よ
る
弁
護
士
（
以
下
外
地
弁
護
士
と
称
す
る
。
）
の
職
に

局
長
、
司
法
省
調
査
部
長
、
司
法
省
調
査
官
、
司
法
書
記
官
、

地
弁
護
士
の
在
職
の
年
数
が
三
年
以
上
に
な
る
も
の
又
は
外
地

十

一

年

制

令

第

四

号

）

、

台

湾

弁

護

士

令

（

昭

和

十

年

律

令

第

る
も
の
は
、
そ
の
三
年
に
達
し
た
時
、
朝
鮮
弁
護
士
令
に
よ
る
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（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

2131第
三
十
九
条
の
二
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
政
府
又
は
市

第
三
十
九
条
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
二
級
官
吏
と
あ
る
の

第
四
十
条
こ
の
法
律
施
行
の
際
奏
任
の
検
事
で
現
に
控
訴
院
検

球
高
等
検
察
庁
事
務
局
長
又
は
琉
球
政
府
法
務
局
の
部
長
、
室

修
習
課
程
を
終
え
た
後
の
在
職
の
年
数
、
弁
護
士
と
な
る
資
格

在
職
の
年
数
が
通
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
前
に
、
司
法
修
習

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
の
職
に
あ
っ
た
者
と
み
な
す

’
○

適
用
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
職
に

生
の
修
習
と
同
一
の
修
習
課
程
を
終
え
た
者
に
あ
っ
て
は
そ
の

規
定
に
よ
る
裁
判
官
の
職
に
あ
っ
た
年
数
と
み
な
す
。
た
だ
し

所
事
務
局
長
又
は
琉
球
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
の
職
に
あ
っ
た

あ
っ
た
年
数
と
み
な
す
。

長
若
し
く
は
訟
務
官
の
職
に
あ
っ
た
年
数
は
、
前
項
の
規
定
の

は
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

を
得
た
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
資
格
を
得
た
後
の
在
職
の
年
数
）

数
に
限
る
。

、
裁
判
所
調
査
官
に
つ
い
て
は
、
司
法
修
習
生
の
修
習
と
同
一

年
数
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
法
令
の

町
村
の
職
員
で
あ
っ
た
者
は
、
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規

あ
る
の
は
、
勅
任
文
官
を
含
む
も
の
と
す
る
。

は
、
奏
任
文
官
を
、
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中
一
級
官
吏
と

の
修
習
課
程
を
終
え
た
者
の
当
該
修
習
課
程
を
終
え
た
後
の
年

二
級
の
検
事
の
在
職
の
年
数
と
み
な
す
。

（
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得
た
後
の

沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
上
訴
検
察
庁
事
務
局
長
、
琉

沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
調
査
官
、
琉
球
上
訴
裁
判
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’’
第
三
条
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

第
四
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除

（
削
る
）

（
削
る
）

は
、

度
（
当
該
前
年
度
に
検
察
官
で
な
か
っ
た
者
そ
の
他
の
当
該
前

定
め
る
準
則
で
定
め
る
検
察
官
に
あ
っ
て
は
、
当
該
準
則
で
定

年
度
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
意
思

く
。
）
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年

で
の
間
に
お
け
る
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
」
と
あ
る
の

の
他
の
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
四
年
」
と
す
る
。

の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
検
察
官
と
し
て
法
務
大
臣
が

「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ

巴

第
四
十
二
条
政
令
で
特
別
の
定
を
し
た
場
合
を
除
い
て
、
他
の

第
四
十
一
条
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
書
記
長
若
し
く
は
裁
判

（
新
設
）

（
新
設
）

高
等
検
察
庁
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
に
補
せ
ら
れ
た
も
の
と

Ｉ
す
る
。

」
を
「
管
轄
裁
判
所
二
対
応
ス
ル
検
察
庁
ノ
検
察
官
」
に
改
め

ｌ
る
。

所
書
記
の
職
に
在
っ
て
検
事
局
に
属
す
る
者
又
は
検
察
補
佐
官

事
又
は
地
方
裁
判
所
検
事
若
し
く
は
区
裁
判
所
検
事
の
職
に
在

法
律
中
「
検
事
」
を
「
検
察
官
」
に
、
「
管
轄
裁
判
所
ノ
検
事

せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

に
受
け
る
号
俸
を
以
て
検
察
事
務
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
奏
任
又
は

ら
れ
、
二
級
に
叙
せ
ら
れ
、
且
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る

る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
検
事
に
任
ぜ

の
職
に
在
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
現

二
級
の
者
は
、
二
級
に
、
判
任
又
は
三
級
の
者
は
、
三
級
に
叙
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I

げ
に
伴
う
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
講
じ
ら
れ
る
検
察
官
の
俸

給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附

定
め
る
準
則
に
従
っ
て
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す

則
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
齢
六
十
三
年

め
る
期
間
）
に
お
い
て
、
当
該
検
察
官
に
対
し
、
法
務
大
臣
が

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
附
則
第
十
二
項
か

下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特
例
措
置
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当

基
本
額
を
当
該
検
察
官
が
当
該
退
職
を
し
た
日
に
国
家
公
務
員

違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
を
し
た
場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
の

年
に
達
し
た
日
か
ら
定
年
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
非

ら
第
十
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
当
該
検
察
官
が
年
齢
六
十
三

に
達
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
当
該
検
察
官
の
俸
給
月
額
を
引
き

る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第

す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
検
察
官
が
年
齢
六
十
三
年
に
達

法
第
八
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
を
し
た
も
の

す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と

す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関

す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を

と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る
額
と
同
額
と
す
る
退
職
手
当
に
関

確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

号
）
に
よ
る
定
年
の
引
上

77



○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
第
五
条
関
係
）

Ｉ

■
０
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

一
条
検
察
官
の
給
与
に
僕
し
て
ば
ゞ
検
察
庁
法
（
旺
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
及
び
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
を
除

き
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
に
つ
い
て
は
、
特
別

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
五
十
二
号
）
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
に
掲
げ

る
者
の
例
に
よ
り
、
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検

事
及
び
附
則
第
三
条
に
定
め
る
俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
一
号
若

し
く
は
二
号
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
に
つ
い
て
は
、
一
般
職

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十

五
号
）
に
よ
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に

よ
り
、
そ
の
他
の
検
察
官
に
つ
い
て
は
、
一
般
官
吏
の
例
に
よ

る
。
た
だ
し
、
俸
給
の
特
別
調
整
額
、
超
過
勤
務
手
当
、
体
日

給
、
夜
勤
手
当
及
び
宿
日
直
手
当
は
、
こ
れ
を
支
給
し
な
い
。

・
３
（
略
）

ヨ
ヨ
Ｊ
弓
多
〆
⑥

’
乗
五
々

乗
一
条
検
察
官
の
給
与
に
僕
し
て
は
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
及
び
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
を
除

き
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
に
つ
い
て
は
、
特
別

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
五
十
二
号
）
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
に
掲
げ

る
者
の
例
に
よ
り
、
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検

事
及
び
第
九
条
に
定
め
る
俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
一
号
若

し
く
は
二
号
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
に
つ
い
て
は
、
一
般
職

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十

五
号
）
に
よ
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に

よ
り
、
そ
の
他
の
検
察
官
に
つ
い
て
は
、
一
般
官
吏
の
例
に
よ

る
。
た
だ
し
、
俸
給
の
特
別
調
整
額
、
超
過
勤
務
手
当
、
体
日

給
、
夜
勤
手
当
及
び
宿
日
直
手
当
は
、
こ
れ
を
支
給
し
な
い
・

２
次
長
検
事
及
び
検
事
長
に
は
、
一
般
官
吏
の
例
に
よ
り
、
単

身
赴
任
手
当
を
支
給
す
る
。

３
寒
冷
地
に
在
勤
す
る
検
事
長
に
は
、
一
般
官
吏
の
例
に
よ
り

、
菫
△
頂
也
手
当
争
一
芝
合
す
る
。

夢I隙

口
守
る
倖
綻
そ
の

口
ご
キ
ー
弓
一
可

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

い
を
旅
迄
け
オ
ブ
ろ

洞｜ ‐＝
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ｌ
第
二
条
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二

ｉ
第
三
条’

第
四
条

（
削
る
）

年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
い
か
な
る
条
項
を
も
廃
止
し
、
若
し

く
は
修
正
し
、
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

へ

略
…

へ

略
一

21第
九
条
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
特
別
の
も
の
に
限
り
、
当
分

の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
六
十
三
万
四
千
円
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

’ ’’
第
七
条
検
察
官
の
俸
給
等
の
応
急
的
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭

第
八
条
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
の
如
何
な
る

第
十
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
検
察
官
に
対
す
る
俸
給
の
支

給
に
当
た
っ
て
は
、
俸
給
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
八

号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
俸
給
を
含
む
。
）
か
ら
、
当

該
俸
給
月
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減

ず
る
・
一
検
事
総
長
百
分
の
二
十

所
得
税
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
適
用
に
つ

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
六
号
）
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

い
て
は
、
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
給
与
と
み
な
す

○

手
当
及
び
死
亡
賜
金
に
か
か
る
部
分
の
金
額
を
除
く
。
）
は
、

条
項
を
も
廃
止
し
、
若
し

く
は
修
正
し
、
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
他
の
給
与
の
内
払
と
み
な
し
、
こ
れ
を
超
え
る
額
（
退
職

の
他
の
給
与
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
俸
給

昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
以
後
す
で
に
支
給
さ
れ
た
俸
給
そ
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II
21

IIII
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。

ｌ
ｌ
１
‐
１
４
１
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐

円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
四
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り

二
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
百
分
の
十
五

三
次
長
検
事
及
び
そ
の
他
の
検
事
長
百
分
の
十

四
一
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
前
条

に
定
め
る
俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
一
号
か
ら
九
号
ま
で
の
俸

給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
・
七
七

五
十
五
号
か
ら
二
十
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
十

号
か
ら
十
六
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
七

・
七
七

六
十
七
号
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
四
・
七
七

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
俸
給
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
と

と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に
一
円
未

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す

る
。

３
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
新
設
）
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ｌＩｌ３前項の準則で定める者であって、同項の規定による

’
21 第

六
条
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
検
察
官
に
対
す
一
（
新
設
）

俸
給
を
支
給
さ
れ
る
者
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

当
す
る
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

、
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
算

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
と
の
差
額
に
相

出
し
た
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
」
と
す
る
。

」
と
あ
る
の
は
「
伴
う
降
給
及
び
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る

関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
」
と
、
同
項
中
「
伴
う
降
給

る
者
に
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か

特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
任
命
日
に
同

り
、
検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ
い
て
、
同
法
の

（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を

「
前
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
三
条
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に

前
項
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

膜
の
願
〈
定
の
瞳
田

且
欠
本
鵡
媒
（
〕
医

ロ

、

垂

一
一
一
一
ａ
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